
更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

30年
6月12日

30年
5月9日

300509001 警察庁個人

　ライフル銃は火薬燃焼の圧力に耐える金属薬莢を使い、口径が小さく空気抵抗
の少ない弾頭を回転させて発射させることで、射程距離が長くなっています。
　ライフル銃の所持に制限を設けることの意味は、威力が強く、弾が遠くまで届く銃
を、適正に扱えるかという部分だと思います。
　弾頭をプラスチック製のサボットで包んだ弾（サボット弾）を撃つため、銃身にライ
フリングを刻んだ銃身を持つ銃（サボット銃）があります
　海外ではサボット銃は散弾銃であり、ライフル銃には区分はされていません。
　日本では銃砲刀剣類所持等取締法の第五条の二 ４項１号で、ライフル銃を「銃
腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるもの」と定
義しています。
　このため、サボット銃を日本で所持する場合、ライフリングを半分削る必要があり
ます。
　このような規制があるのは、世界で唯一、日本だけです。
　弾丸の発射の仕組みを考えると、サボット銃の銃身がフルライフリングでもハーフ
ライフリングでも、発射する弾が同じであれば、威力はほとんど変わらないと思われ
ます。
　威力が大幅に変わるという根拠がありましたら、法によって規制する国に、物理
的な根拠を提示して欲しいです。
　ハーフライフル銃身、フルライフル銃身と弾速計があれば計測可能です。
　威力がほとんど変わらないのであれば、ライフリングを半分削り、銃の種類を分け
る意味はないのではないでしょうか。
　ハーフライフルという規格に適合させるため、海外から銃を輸入する過程で、サ
ボット銃からライフリングを削るコストがかかり、鳥獣害防止の役割を担う猟銃所持
者、特にライフル銃を所持できない銃所持10年未満の者は、割高な商品を買わざ
るを得ません。
　サボット弾は弾頭の直径が大きく、重量もあるため落下しやすいです。
　また、ライフリングのツイストも緩く、ライフリングに食い込む部分がプラスチックで
あるため、物理的、空力学的にライフルほどの射程にはなりえません。
　散弾銃の12番の弾は直径が約18mm、20番は約15mmと大きいため、ライフル弾
が使われたり、ライフル銃として売られている銃のライフリングを削って登録するよ
うなことはありえません。
　口径の12番、20番のサボット銃については、銃身のすべてにライフリングがあって
も散弾銃とするよう、規制の改革を望みます

散弾銃の12番、20
番のライフリング銃
身についての規制
改革

30年
7月23日

　銃砲の規制は我が国の良好な治安の根幹をなすものであり、銃砲の所持許可や更
新については、厳格な規制が必要であると考えています。
　特に、ライフル銃は、腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分を超えている等の構造
を有することにより、命中精度及び殺傷効果が著しく優れており、これが凶器として犯
罪に使用された場合における破壊力及び威圧力は極めて強大であることから、その社
会的危険性に鑑みて、社会生活上必要な限度にその所持を制限することが必要であ
り、銃刀法上、通常の銃砲よりも許可条件が加重される必要があります。
　したがって、御指摘の「口径の12番、20番のサボット銃」であって、銃腔全体に腔旋を
有するものについても、現行の銃刀法第５条の２第４項に規定するライフル銃に該当
する猟銃であることから、これが凶器として犯罪に使用された場合における社会的危
険性に鑑みて、危害予防の観点から、同項に規定するライフル銃に該当しない扱いと
することは困難です。

対応不可
銃砲刀剣類所持等
取締法第５条の２
第４項

  銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号。以下「銃刀法」という。）第５条の２
第４項において、ライフル銃は「銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔
の長さの半分をこえるものをいう」としています。また、同項では、ライフル銃の所持に
関する許可条件を、猟銃や空気銃等の銃砲刀剣類一般に関する基準よりも更に加重
しており、継続して10年以上猟銃の所持許可を受けている者等一定の要件を満たす者
でなければライフル銃の所持許可を受けることはできないこととしています。

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

　自動車等の運転は、それ自体危険を伴う行為であることから、事故実態や車両特性
等に応じて必要とされる運転技能等に照らし、運転免許が区分されています。また、運
転免許を取得するための運転免許試験については、免許の種類ごとに定められてお
り、免許の種類に対応する運転免許試験に合格した者が、当該種類の運転免許を取
得することができます。
　原動機付自転車免許の取得に当たっては、適性試験及び学科試験に合格する必要
があります。
  また、普通自動車免許の取得に当たっては、適性試験及び学科試験に加え、普通自
動車を安全に運転することができる能力を判定する技能試験が実施され、これらに合
格する必要があります。
　そして、普通自動二輪車免許の取得に当たっては、適性試験及び学科試験に加え、
普通自動二輪車を安全に運転することができる能力を判定する技能試験が実施され、
これらに合格する必要があります。
　原動機付自転車免許又は普通自動車免許を取得しているものの、普通自動二輪免
許を取得していない者は、たとえ30ｋｍ毎時を超えない速度で走行するとしても、普通
自動二輪車を安全に運転することができる能力を有すると判定されていないことから、
ご提案のような対応は困難であると考えています。

対応不可

道路交通法（昭和
35年法律第105号）
第２条、第３条、第
85条、第88条及び
第97条、道路交通
法施行令（昭和35
年政令第270号）第
11条並びに道路交
通法施行規則（昭
和35年総理府令第
60号）第１条の２、
第２条及び第24条

総排気量が50cc以下又は定格出力が0.6kW以下である原動機付自転車の運転には
原動機付自転車免許（以下「原付免許」という。）が必要とされています。原付免許は、
16歳以上の人であれば取得することができ、取得に当たっては適性試験及び学科試
験が必要とされています。また、原動機付自転車について、道路標識等により最高速
度が指定されていない、高速自動車国道以外の道路を通行する場合の最高速度（以
下「最高速度」という。）は、30km毎時とされています。
　普通自動車の運転には、普通自動車免許（以下「普通免許」という。）が必要とされて
います。普通免許は、18歳以上の人であれば取得することができ、取得に当たっては
適性試験、学科試験及び技能試験が必要とされています。
　総排気量が50cc超125cc以下又は定格出力が0.6kW超１kW以下の原動機を有する
二輪車は、道路交通法（昭和35年法律第105号）上、普通自動二輪車（以下「普通二輪
車」という。）に該当し、その運転には普通自動二輪車免許（以下「普通二輪免許」とい
う。）が必要とされています。普通二輪免許も16歳以上の人であれば取得することがで
きますが、取得に当たっては、適性試験及び学科試験に加え、技能試験も必要とされ
ています。また、普通二輪車の最高速度は、60km毎時とされています。

30年
7月9日

30年
6月16日

300616001 警察庁個人

■前提
本提案に関連する提案が先になされているため提示致します
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/siryou2/item11.pdf
番号５ 原動機付自転車１種（排気量５０ｃｃ未満）の時速３０ｋｍ制限の撤廃につい
て
引用
原動機付自転車の危険認知速度が30キロメートル毎時を超える交通事故の死亡
事故率が約2.5％と、30キロメートル毎時以下の死亡事故率である約0.8％を約3.1
倍も上回る結果
「国民に気軽に乗れる二輪車」として、その運転免許を取得するのに技能試験を要
しないこととし、法定速度も30キロメートル毎時とした

■提案
現行規制の時速30kmが、「気軽に原付自転車を利用する人」のための安全制への
配慮ということであれば、原付１種、２種自転車にかかわらず、自動二輪免許等保
持者以外（第１種原付免許、普通自動車免許のみ）が、時速30kmの規制を守れば
良いのであり、免許制度上で排気量が50cc未満を第１種原付、125cc未満を第２種
原付とする、性能に応じた区分を設けることは無意味ではないでしょうか。
規制緩和案）
１）原付１種免許のみ、普通自動車免許のみ保持→原付１種、２種自転車にのれる
が最高速度は時速30km
２）自動二輪免許保持者→原付１種、２種自転車どちらも時速30km以上走行可能

昨今、自動車の環境性能への要求が高まる中、二輪メーカーが原付１種の生産に
おいてコスト吸収が困難になり、原付１種機種を原付２種としてモデルチェンジする
動きもでてきました。
逆に言えば、免許制度上で排気量を基準にしてしまっているがために、メーカーが
それに対応するために生産性の低い機種を生産しなければならないという現状が
あります。
たとえば、宅配に活用されてるホンダのジャイロキャノピーは現行では原付１種で
すが、
上記提案の緩和がなされれば、原付２種モデルが発売されたとしても、原付１種・
普通自動車免許のみの保持者も従来通りの利用ができ、自動二輪免許保持者に
とっては、よりその性能を享受できることになります。産業側としても受け入れやす
いのではないでしょうか。
原付２種機種が今より普及すれば、環境性能も増すことで環境保全にも、また、
メーカーの生産性も高まることで、国内の経済にも寄与するのでないでしょうか。

原付２種の二輪車
を原付１種として利
用可能とする規制
緩和

30年
8月24日



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

300726001
30年

7月26日
30年

8月9日
30年

9月26日
料亭における風営
法規制の見直し

　現在、料亭は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」（以下「風
営法」という。）第二条第一項第二号により、風営法の規制の対象とされています。
　
　元来の「風俗」の意味は、ある時代や社会、地域や階層に特徴的にみられる、日
常生活の特色や世相などを表すしきたりや風習のことですが、性的サービスを提
供する性産業を「性風俗」や「風俗」と称し、マスコミ等によりその意味で用いられ、
社会的にも広く認知されています。
　風俗＝性産業と認識されている状況で、料亭が風営法において規制されているこ
とは、望ましくないことであると考えます。
　また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、日本のおもてな
しをPRするにあたり、料亭においても有能な人材を確保し、体系的なサービスを確
立していきたいと思います。しかし、風営法の規制対象である「料亭」で働くことに抵
抗があるということが、有能な人材確保の妨げとなっています。

　料亭は、素材の味を活かした洗練された料理を味わうだけでなく、見た目や雰囲
気等、五感で愉しみ、器・美術品・日本庭園・芸妓・邦楽等の日本文化を堪能でき
る、おもてなし文化が凝縮されている場所です。
　「料亭」の明確な基準が現在はありませんが、ある一定の条件を満たしている日
本料理店を「料亭」と定義し、認定された料亭に限り、風営法の提要を除外していた
だけることを嘆願いたします。

特定非営
利活動法
人日本料
理アカデ
ミー

警察庁

風営法は、「キャバレ－、待合、料理店、カフエ－その他設備を設けて客の接待をして
客に遊興又は飲食をさせる営業」を風俗営業として許可の対象とし、所要の規制を設
けています。こうした営業については、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供す
るものとなり得る一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗
環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあることから、名称のい
かんを問わず、規制の対象としているものです。
　御指摘の「料亭」が、「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」であれば、風
俗営業に当たることとなります。

「風俗営業等の規
制及び業務の適正
化等に関する法
律」（昭和23年法律
122号）第２条第１
項第１号

「風俗営業等の規
制及び業務の適正
化等に関する法律
等の解釈運用基
準」（警察庁生活安
全局長通達）

対応不可

　和食とおもてなしが素晴らしい日本文化であることは理解しており、また、風営法の許
可を受けて営む料亭の多くが、長年、同法の規制の下で、健全な営業を継続している
ことも承知しております。しかしながら、一定の条件を満たす料亭を風営法の適用除外
とする御提案については、料亭の定義や健全性の基準をどのように定めれば実効あ
る区別ができるのかという課題が生じることに加え、悪質な営業者が健全な料亭を装っ
て規制対象外となった上で、不適切な営業を行うことも予想されます。実際、健全な料
亭とそれ以外の営業を実効ある形で区別することは難しく、一部の業者とはいえ、依然
として売春等の風俗事犯が後を絶たないことなどに鑑み、一部の料亭を規制対象から
外すことは困難と考えております。なお、御提案の冒頭に記載されていますが、風営法
は、「料亭」を規制しているのではなく、「客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営
業」を規制しているのであり、従って、接待を伴わない料亭は、一般的に風俗営業では
なく、通常の飲食店営業に当たります。
　風俗営業の名称については、法律上、風営法第２条第１項第１号から第３号までのい
ずれかに該当する営業は「接待飲食等営業」という名称で規定しており、許可証にも
「料理店」又は「接待飲食店」を明記するなど所要の配慮を行っているところですが、性
を売り物とする「性風俗関連特殊営業」と混同されることのないよう、引き続き周知を
行っていきます。
※本件の根拠法令は、「風営法第２条第１項第２号」ではなく、「風営法第２条第１項第
１号」です。
　

　

300912016
30年

9月12日
30年

10月11日
30年

11月27日

犯罪収益移転防止
法関連
①税金・公金・公共
料金の収納におけ
る銀行の記録保存
義務の撤廃

税金・公金・公共料金の収納における銀行の取引記録の保存（７年）を不要とする。

【提案理由】
○銀行は、犯罪収益移転防止法に基づき、税金・公金・公共料金の支払いについ
て取引記録の保存が求められるが、コンビニの場合は不要となっている。
○税金の収納票等で金融機関控えがない場合、顧客に取引記録の作成に協力し
ていただくといった負担を強いている。同じサービスであるにもかかわらず、コンビ
ニとの対応が異なることは顧客の理解を得られない。
○税金・公金・公共料金の支払いがテロ資金供与やマネー・ローンダリングとは関
係のない取引であることは明らかであり、そのような取引の記録保存を犯罪収益移
転防止法で義務付ける必要はないと考える。
○2013年度に同様の要望を提出した際、警察庁および金融庁より「国又は地方公
共団体に対する金品の納付又は納入であっても、当該金品が犯罪による収益であ
るおそれが全くないとはいえない」旨の回答があったが、コンビニによる収納にはそ
うしたおそれがないからこそ取引記録の保存が不要となっていると考えられ、銀行
が取り扱う場合にそのおそれがあるとするのは不合理である。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

警察庁
金融庁

特定事業者は、特定業務（特定事業者が行う業務）を行った場合には、少額の取引等
一定の取引を除き、取引に係る記録の作成及び保存を義務付けられています。

犯罪による収益の
移転防止に関する
法律（平成19年法
律第22号）第４条、
第６条、第７条、犯
罪による収益の移
転防止に関する法
律施行令（平成20
年政令第20号）第６
条、第７条、第15
条、犯罪による収
益の移転防止に関
する法律施行規則
（平成20年内閣府、
総務省、法務省、
財務省、厚生労働
省、農林水産省、
経済産業省、国土
交通省令第１号）第
４条、第19条

対応不可

　国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入であっても、当該金品(取引原
資）が犯罪による収益であるおそれが全くないとはいえず、事後的にテロ資金供与やマ
ネー・ローンダリングに係る取引に関する資金トレースを可能とする必要があります。
また、国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入については、疑わしい取引
の届出義務の対象であり取引記録の作成及び保存が行われていれば、届出の作成に
も資すると考えられます。したがって、税金・公金・公共料金における取引記録の保存
を不要とすべきとの提案を受け入れることは困難であると考えております。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

300912018
30年

9月12日
30年

10月11日
30年

11月27日

犯罪収益移転防止
法関連
③成年後見人、保
佐人、補助人およ
び任意後見人によ
る取引時確認義務
の緩和

成年後見人、保佐人、補助人および任意後見人による取引の場合、銀行による被
後見人等の取引時確認を不要とする。または、被後見人等の取引時確認を顔写真
のない登記事項証明書で行う場合の転送不要郵便による追加確認を不要とする。

【提案理由】
○成年後見人、保佐人、補助人および任意後見人（以下、成年後見人等）が、被後
見人等名義の口座開設を行う際、銀行は成年後見人等に対し、被後見人等の本
人確認書類の提示を求めている。
○被後見人等の取引時確認を顔写真のない登記事項証明書で行う場合、転送不
要郵便等による追加確認が必要となる。
○しかし、被後見人等が入院や施設に入居していることにより転送不要郵便等が
返送されてしまい、口座開設ができないケースがある。被後見人等の財産管理に
支障をきたしており、銀行窓口に成年後見人等からの苦情が寄せられるケースも
ある。
○成年後見人等の選任にあたり、家庭裁判所は被後見人等との面談を行ったうえ
で審判を確定するため、裁判所により本人確認は完了していることから、銀行によ
る被後見人等の取引時確認を不要としても問題ないと考える。
○昨年度要望に対し、警察庁より「代理人が行う特定取引によって移転する犯罪に
よる収益が真に顧客等のものであるか、あるいは実際には代理人として行動する
者のものであるかが不明瞭な場合が多いため、（中略）特定取引とは別の時点で
行われた成年後見人等の選任手続をもって、取引時確認に代えることはできない」
との回答があったが、家庭裁判所が代理権を付与することが適当だと認めた者が
成年後見人等に選定されており、登記事項証明書があれば、郵送による追加確認
までを求める必要はないと考える。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

警察庁

　成年後見人等が被後見人等の銀行口座開設を行う場合、銀行は、成年後見人等及
び被後見人等の両方について、本人特定事項の確認を行わなければなりません。被
後見人等の本人特定事項の確認を本人確認書類（一を限り発行又は発給されたもの
を除く。）の提示により行う場合、転送不要郵便等による取引関係文書の送付又は他
の本人確認書類若しくは補完書類の提示が必要です。

犯罪収益移転防止
法第４条第１項・第
４項
犯罪収益移転防止
法施行規則第６条
第１項第１号

対応不可

　マネー・ローンダリングのプロセスにおいては、代理人が行う特定取引によって移転
する犯罪による収益が真に顧客等のものであるか、あるいは実際には代理人として行
動する者のものであるかが不明瞭な場合が多いため、犯罪収益移転防止法は、特定
事業者に対し、特定取引を行うに際して、原則として、取引による財産の移転の効果が
帰属する顧客等及び代理人両者の本人特定事項の確認を行うことを義務付けており、
特定取引とは別の時点で行われた後見人等の選任手続をもって、取引時確認に代え
ることはできません。
　また、家庭裁判所による成年後見人等の選任手続については、法令上の定めがな
く、家庭裁判所の運用に任されているものと認識しております。
　したがって、銀行による成年被後見人等の取引時確認を不要とすることはできませ
ん。
　また、犯罪収益移転防止法は、実際に取引による財産の移転の効果が帰属する本
人の本人特定事項の確認を、代理人から一定の本人確認書類（一を限り発行又は発
給されたものを除く。）の提示を受ける方法により行う場合、当該本人確認書類の提示
のみでは証明力が不足し、かつ、成年後見人等が、成年被後見人等の名前を利用し
て取引を行おうとする場合が想定しうることから、顧客等の住居に宛てて行う転送不要
郵便等による取引関係文書の送付等を義務付けています。登記事項証明書は一を限
り発行又は発給された本人確認書類ではなく、提示のみでは証明力が不足することか
ら、転送不要郵便等による取引関係文書の送付等を省略することはできません。

30年
10月11日

30年
9月12日

300912017

犯罪による収益の
移転防止に関する
法律（平成19年法
律第22号）第４条、
第６条、第７条、犯
罪による収益の移
転防止に関する法
律施行令（平成20
年政令第20号）第６
条、第７条、第15
条、犯罪による収
益の移転防止に関
する法律施行規則
（平成20年内閣府、
総務省、法務省、
財務省、厚生労働
省、農林水産省、
経済産業省、国土
交通省令第１号）第
４条、第19条

(a)対応
不可
(b)対応
不可
(c)事実
誤認

(a)　入学金、授業料のほかこれらと同時に支払われる各種保険料、寄付金などを「そ
の他これらに類するもの」として簡素な顧客管理を認めることとしているのは、義務教
育の課程にある学齢児童及び学生生徒については市町村の教育委員会により学齢簿
が編成され、また、高等学校、高等専門学校、大学等については入学資格が義務教育
課程の学校の卒業等を前提とし、学校がこれらを確認した上で入学がなされることか
ら、学生の実在性が担保されるためです。一方、入学試験の受験料については、入学
前に支払いが行われるもので、学齢簿の確認等の学生の実在性を担保する措置を伴
わないことから、入学試験の受験料の支払に係る取引については、簡素な顧客管理を
認めることは困難です。
(b)　「専門課程」及び「高等課程」については、高等学校及び大学と同様、入学資格が
定められており、振込者の実在性が担保されています。一方、「一般課程」について
は、入学資格の定めがなく、振込者の実在性が担保されていないことから、取引時確
認対象取引から除外することはできません。
　なお、入学金等の振込用紙には、専修学校の課程を明記することとされており、金融
機関の窓口において、各課程を区別することは可能と考えております。
(c)　大学等への入学金、授業料等の支払が代金回収業者を経由して行われる場合で
あっても、金融機関等において、納付書等の記載により当該支払が大学等への入学
金、授業料等の支払であることを確認できるのであれば、規則第４条第１項第７号ニの
簡素な顧客管理を行うことが許容される取引に該当すると考えられます。

30年
11月27日

犯罪収益移転防止
法関連
②「簡素な顧客管
理を行うことが許
容される取引」であ
る大学等に対する
入学金・授業料等
の支払いに該当す
る取引の拡充

以下の取引について、「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」である大学
等に対する入学金・授業料等の支払いに該当することとする。
(a) 受験料の支払い
(b) 専修学校の一般課程の入学金・授業料等の支払い
(c) 大学等から委託を受けた代金回収業者に対する入学金・授業料等の支払い

【提案理由】
○2016年10月より、大学等に対する入学金・授業料等の支払いに関する取引につ
いては、マネー・ローンダリングに利用されるおそれが極めて低いため、「簡素な顧
客管理を行うことが許容される取引」として取引時確認が不要となった。
○しかし、以下の取引は、大学等に対する入学金・授業料等の支払いに該当しな
いと整理されているため、マネー・ローンダリングに利用されるおそれは極めて低い
と考えられるにもかかわらず、銀行は取引時確認を行っており、顧客に過重な負担
を強いている。これらの取引も「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」に含
めるべきである。
(a) 受験料の支払い
　　入学金・授業料等に該当するものは、「入学金、授業料と同時に支払われるも
の」とされており、受験料は該当しない。入学金・授業料と同様、受験料の支払先は
大学等であり、支払目的も明確であることからマネー・ローンダリングに利用される
おそれは極めて低い。
　　本人確認書類の不足により支払いを受け付けられず、受験料の納付が期限に
間に合わないこととなれば、受験機会を奪うことになる。
(b) 専修学校の一般課程の入学金・授業料等の支払い
　　専修学校のうち高等課程および専門課程への入学金・授業料等の支払いは
「簡素な顧客管理を行うことが許容される取引」の対象となっているものの、一般課
程は対象となっていない。専修学校の設置には都道府県知事等の認可が必要で
あり、認可にあたって都道府県が適合性を確認していることから、マネー・ローンダ
リングに利用されるおそれは極めて低い。高等課程・専門課程と一般課程でマ
ネー・ローンダリングに利用されるリスクは同じであると考える。
　　また、高等課程・専門課程と一般課程で対応が異なることは、顧客の理解を得
られにくい。さらに、振込依頼書に課程の別が記載されておらず、かつ、顧客もどの
課程かを認識していないことがあり、その場合には都道府県のホームページで確
認する必要が生じるなど、窓口での対応負担が生じている。
(c) 大学等から委託を受けた代金回収業者に対する入学金・授業料等の支払い
　　大学等が代金回収業者に入学金・授業料等の受領を委託しているケースにつ
いては、大学等への直接の支払いでないことから「簡素な顧客管理を行うことが許
容される取引」に該当しない。代金回収業者を経由した大学等への支払いであって
も、入学金・授業料であることが確認できれば、マネー・ローンダリングのリスクは直
接支払う場合と同様である。
　　代金回収業者の有無により本人確認書類の要否が分かれることは顧客の理解
を得られにくい。

一般社団
法人全国
地方銀行
協会

警察庁
金融庁

　金融機関等の特定事業者は、顧客等との間で特定取引を行う際には、原則、本人特
定事項の確認（取引時確認）を義務付けていますが、学校教育法第１条に規定する小
学校等に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るものに関する
取引は、取引時確認対象取引から除外されています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

300927015
30年

9月27日
30年

11月1日
30年

11月27日

リース取引のストラ
クチャーに用いるＳ
ＰＣ向け融資の取
引時確認について

【具体的内容】
・リース取引等のストラクチャーに用いる100％出資SPC（ペーパーカンパニー）向け
親子ローンを犯罪収益移転防止法の取引時確認の対象外とすること。

【提案理由】
・リース取引等のストラクチャー上の理由等で、100％出資SPC（ペーパーカンパ
ニー）がレッサー（もしくは資金拠出者）となる場合について、SPC向け親子ローンで
あっても、犯罪収益移転防止法の取引時確認の対象取引となっているが、親子
ローンが「ハイリスク取引」や「疑わしい取引」に該当することはないと思われる。斯
かる取引について犯罪収益移転防止法の適用を緩和することで、大幅な事務効率
につながる。
・本提案は、「規制改革推進に関する第3次答申」（2018年6月）において、2018年度
検討、2019年度結論とされているが、早急に検討を開始すること。

公益社団
法人リース
事業協会

警察庁
金融庁

貸金業法第２条第２項に規定する貸金業者である親会社から100％出資SPCである子
会社に対する金銭の貸付けを内容とする契約の締結については、犯罪収益移転防止
法施行規則第４条第１項の「簡素な顧客管理が許容される取引」に規定されていない
ことから、当該親会社は当該子会社について取引時確認を行わなければなりません。

犯罪による収益の
移転防止に関する
法律施行規則第４
条第１項

検討を予
定

貸金業法第２条第２項に規定する貸金業者である親会社から100％出資SPCである子
会社に対する金銭の貸付けを内容とする契約の締結に係る貸金業者の取引時確認義
務の緩和については、マネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止の観点や貸金業
法の制度趣旨を踏まえながら、結論を得てまいります。

◎

300927016
30年

9月27日
30年

11月1日
30年

11月27日

犯罪収益移転防止
法の取引時確認に
ついて

【具体的内容】
・ファイナンス・リース取引の相手方が法人で、契約場所が当該法人の事務所とな
る場合に、取引担当者の取引時確認を免除すること。

【提案理由】
・当該法人の事務所で契約を締結する際に、相手方の取引担当者は、当該法人の
取引の任にあたっていることは明確であり、取引確認書類の提示を求めることは、
極めて不合理である。

公益社団
法人リース
事業協会

警察庁
経済産業省

ファイナンス・リース取引の相手方が法人で、かつ、当該法人の取引の任にあたってい
る者（取引担当者）が当該法人の事務所で契約を締結する場合、ファイナンス・リース
会社は、当該法人及び当該取引担当者の両方について、本人特定事項の確認を行わ
なければならない。

犯罪による収益の
移転防止に関する
法律第４条第１項、
第２項

対応不可

マネー・ローンダリングのプロセスにおいては、代理人が行う特定取引によって移転す
る犯罪による収益が真に顧客等のものであるか、あるいは実際には代理人として行動
する者のものであるかが不明瞭な場合が多いため、犯罪収益移転防止法は、特定事
業者に対し、特定取引を行うに際して、原則として、取引による財産の移転の効果が帰
属する顧客等及び代理人両者の本人特定事項の確認を行うことを義務付けており、法
人の取引担当者が当該法人の事務所で契約することをもって、取引時確認を免除する
ことはできません。

30年
9月16日

30年
10月11日

30年
11月27日

自動二輪免許保持
者は原付一種自転
車における各種制
限を受けないことと
する規制緩和

警察庁

    総排気量が50cc以下又は定格出力が0.6kW以下である原動機付自転車の運転に
は原動機付自転車免許（以下「原付免許」という。）が必要とされています。原付免許
は、16歳以上の人であれば取得することができ、取得に当たっては適性試験及び学科
試験が必要とされています。また、原動機付自転車について、道路標識等により最高
速度が指定されていない、高速自動車国道以外の道路を通行する場合の最高速度
（以下「最高速度」という。）は、30km毎時とされています。
  他方、総排気量が50cc超125cc以下又は定格出力が0.6kW超１kW以下の原動機を有
する二輪車は、道路交通法（昭和35年法律第105号）上、普通自動二輪車（以下「普通
二輪車」という。）に該当し、その運転には普通自動二輪車免許（以下「普通二輪免許」
という。）が必要とされています。普通二輪免許も16歳以上の人であれば取得すること
ができますが、取得に当たっては、適性試験及び学科試験に加え、技能試験も必要と
されています。また、普通二輪車の最高速度は、60km毎時とされています。

道路交通法（昭和
35年法律第105号）
第２条、第３条、第
34条、第88条及び
第97条、道路交通
法施行令（昭和35
年政令第270号）第
11条並びに道路交
通法施行規則（昭
和35年総理府令第
60号）第１条の２、
第２条及び第24条

対応不可

　原動機付自転車には、最高速度、二段階右折、第二通行帯を通行できない等、自動
二輪車とは異なる通行方法の定めがあります。
　この通行方法は原動機付自転車の運転者の義務であると同時に、他の交通主体が
原動機付自転車に対して予測する通行方法でもあります。
　外見上は原動機付自転車であるにもかかわらず、運転者が自動二輪免許を受けて
いるときは原動機付自転車と異なる通行方法を許容するとすれば、他の交通主体から
みて、その通行、挙動に関する予測を困難にし、それによって道路交通の危険が生じ
たり、違法行為との通報がなされたりするなどの問題が生じることとなります。
　以上の理由から、御提案のような対応は困難であると考えています。

■本提案と関連する、過去の提案は以下の通りです
（提案１）
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/hotline/siryou2/item11.pdf
原動機付自転車１種（排気量５０ｃｃ未満）の時速３０ｋｍ制限の撤廃について
（提案２）
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/hotline/siryou2/30_keisatsu.pdf
原付２種の二輪車を原付１種として利用可能とする規制緩和

■提案
自動二輪免許保持者は、原付一種自転車(以下、原付バイクとします)乗車時に、
最高速度時速30km、二段階右折等の制限を受けないこととする規制緩和の提案を
致します。

原付バイクの速度制限は、（提案１）への回答にあるとおり、技能試験が不要で気
軽にのれることとし、安全への配慮のため速度制限を課しています。
技能試験を経て安全に運転する能力があると判定されている自動二輪免許保持
者に、この速度制限を課すのは不合理ではないでしょうか。
（国内で販売されるほとんどの原付バイクは30km毎時を超えて走行する能力を有
しますが、保安基準の検討はあると思います）

■提案の理由１
本提案が実施されることで、自動二輪免許を取得すれば、わざわざ速度制限を超
えて走行するために原付バイクの買い替えをする必要もなくなるので、原付バイク
の使い勝手が良くなり便利になります。
原付一種免許保持者が原付バイクの速度制限を解消するために指導を受け、訓
練する中で安全に運転する能力を身につけるならば、社会全体の交通安全にも寄
与するのではないでしょうか。

■提案の理由２
自動二輪免許保持者は原付一種の速度制限を嫌って、上位の二輪車を選択しま
す。
しかし、家庭内で車両を共有する場合は、免許の有無がネックになります。
例）バイクは夫専用（自動二輪免許保持）、クルマは夫妻共有、など

本提案が実施されることで、自動二輪免許保持者にとっては速度制限の不便さを
解消されるので原付バイクを選択しやすくなり、その家族も車両を共有でき、活用で
きます。
原付バイクの共有性、利用頻度が増すことで、省エネルギー、低炭素社会に結び
つくのではないでしょうか。

個人300916001



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

300928144
30年

9月28日
30年

11月1日
30年

11月27日
駐車規制緩和につ
いて

駅前及び繁華街、都心におけるコンビニエンスストア配送車両の駐車規制を緩和し
ていただきたい。過去の緩和では、「集配車両及び軽貨物が駐車できる箇所を増や
すこと」の規制緩和が行われてきた。コンビニエンスストア配送車両の駐車規制緩
和についてもご検討をいただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

警察庁

　都道府県公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図
り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、道路
標識等を設置し、及び管理して、駐車禁止等の交通規制を行うことができることとされ
ています。
  　駐車禁止等の交通規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行うこととされ、そ
の規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行うことができる
こととされています。

道路交通法第４条
第１項及び第２項、
第45条第１項

現行制度
下で対応
可能

　違法駐車を始めとする無秩序な駐車は、交通事故の原因となり得るものであるほ
か、交通渋滞を生じさせて円滑な物流の妨げとなったり、バスの定時運行の支障となっ
たりするなど、社会経済活動等に大きな損失を発生させるとともに、地域住民の生活
環境を害することもあるものであることから、一定の駐車規制は必要不可欠です。
  　一方で、物流業務は国民生活上重要な役割を果たしているものであることから、現
在、警察庁においては、「トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」」
（平成29年８月28日自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議取りま
とめ）に基づき、「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直しの推進について」（平成
30年２月20日付け警察庁丙規発第３号）を発出し、安全・円滑な交通を確保しつつ集配
中の宅配車両等を駐車させることができる場所については、一定の範囲で貨物集配中
の車両（コンビニエンスストア配送車両を含みます。）の駐車を可能とする駐車規制の
見直しを行うよう、都道府県警察に対し指示しています。

300928147
30年

9月28日
30年

11月1日
30年

11月27日
自動車免許に関す
る規制について

現状の専用納品車は、2ｔ車であるもののワイド車であるため、普通免許取得だけで
は運転できず、中型免許取得が必須となっている。中型免許取得は緩和されたが、
人手不足の解消にはつながらない。現状の普通免許にて専用納品車の運転が可
能となれば、人手不足の解消につながり、運転者の負担軽減につながるため、ご
検討いただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

警察庁

　現行の道路交通法においては、車両総重量3.5トン未満かつ最大積載量２トン未満の
自動車を運転する場合には普通免許、車両総重量7.5トン未満かつ最大積載量4.5トン
未満の自動車を運転する場合には準中型免許、車両総重量11トン未満かつ最大積載
量6.5トン未満の自動車を運転する場合には中型免許、車両総重量等がそれより重い
自動車を運転する場合には大型免許が必要とされています。
　また、普通免許及び準中型免許については18歳以上で取得可能とされている一方、
中型免許については20歳以上で普通免許等を２年以上保有していること、大型免許に
ついては21歳以上で普通免許等を３年以上保有していることが取得の要件とされてい
ます。

道路交通法（昭和
35年法律第105号）
第84条、第85条第
１項及び第２項、第
88条第１項、第96
条
道路交通法施行規
則（昭和35年総理
府令第60号）第２条

対応不可

　平成29年３月12日に改正道路交通法が施行され、新たな運転免許の区分として、準
中型免許が新設されました。同免許が創設されるまでは、18歳以上で取得可能な普通
免許で運転できる自動車は、車両総重量５トン未満、最大積載量３トン未満でありまし
た。他方、中型免許は、20歳以上、かつ、普通免許等保有２年以上でなければ取得す
ることができませんでした。これに対し、関係業界等から、高校を卒業して間もない者
が、中型免許の保有が必要な自動車を運転できないため、若年者の就職に影響を及
ぼしているという指摘があり、こうした社会的要請に応えつつ、貨物自動車による交通
事故防止対策を一層推進する観点から、準中型免許が新設されました。
  新設された準中型免許で運転可能な自動車の範囲は、車両総重量3.5トン以上7.5ト
ン未満とされましたが、下限が3.5トンとなった理由は、車両総重量3.5トン以上の大半
はセダン型乗用車と運転特性が異なる貨物自動車であること、交通事故実態から車両
総重量3.5トンから５トンの範囲の貨物自動車に係る対策が必要であったこと及びＥＵ
において普通免許相当の免許で運転可能な自動車の範囲が車両総重量3.5トン未満と
されていること等を考慮したためです。
　なお、準中型免許は、18歳以上で普通免許を保有していない者でも取得可能であり,
普通免許を取得している方が準中型免許を取得する場合は、普通免許を有しない方よ
りも短い教習時限数で取得することが可能です。

300928186
30年

9月28日
30年

11月1日
30年

12月18日

配送ドライバーの
免許要件の緩和に
ついて

昨今、ドライバー不足の状況が逼迫している。労働人口減少・若年層の車離れ等
の社会的傾向から止むを得ない状況ではあるが、この状況を打開する一策として
外国人ドライバーを雇用したい。しかし、外国人の「在留資格」に規定される活動内
容に職業としての車両の運転がなく、永住・定住権取得等の方法もあるが難易度
が高く実質的に外国人ドライバーの雇用は不可能である。したがって、是非とも「在
留資格」の活動内容に「営業用配送車両の運転」を加えていただきたい。 併せて、
外国にて取得した運転免許証については、その免許証を日本の免許証へ切り替え
るための負荷を考慮し、国際運転免許証等、外国にて取得した免許証により日本
国内で運転可能な期間を、外国にて取得した免許証の有効期間内であれば１年を
超えても可能としていただきたい。

（一社）日
本フラン
チャイズ
チェーン協
会

警察庁
法務省
国土交通省

【法務省】
外国人が我が国に在留するには，原則として，出入国管理及び難民認定法に定める
在留資格のいずれかをもって在留することとされており，就労活動ができる在留資格
は，別表第一の一，二及び五の表に定められています（身分・地位にかんする別表第
二の在留資格を除く）。また，就労活動ができる在留資格の許可基準については出入
国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令において定められ
ています。

【警察庁】
　外国等の免許を保有する者が我が国において自動車等を運転するには、大きく分け
て２つの方法があります。
　１つ目は、国際運転免許証等で運転する場合です。1949年の道路交通に関する条約
（以下「ジュネーブ条約」という。）の締約国が発給する同条約に定める様式の国際運
転免許証を所持する場合には、我が国に上陸（一定の場合を除く。以下同じ。）をした
日から１年間、当該国際運転免許証で運転することができます（道路交通法第107条の
２）。また、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を発給していない国・地域であっ
て、我が国と同等の水準の運転免許制度を有すると認められる国・地域（エストニア、
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾）の運転免許証（以下「外国運転免許
証」という。）に、一定の者が作成した日本語による翻訳文を添付していれば、我が国
に上陸をした日から１年間、当該外国運転免許証で運転することができます。
　２つ目は、外国等の免許を保有する者が運転免許試験の一部免除（いわゆる外免切
替であり、学科試験及び技能試験が免除されます。）の手続きをして、我が国の免許を
取得して運転する場合です。この手続により免許を取得するためには、当該外国等の
免許を取得後、通算して３か月以上当該外国等に滞在していた者が、道路の交通の方
法その他の自動車等の運転に関する知識の確認、自動車等の運転経歴の確認、自動
車等の運転に関する技能の確認を受ける必要があります。これら知識・技能の確認
は、通常の運転免許試験よりも簡易な方法となっています。
  さらに、我が国と同等の水準にあると認められる免許の制度を有している外国等に
あっては、これら知識・技能の確認が免除されています。

出入国管理及び難
民認定法

道路交通に関する
条約（昭和39年条
約第17号）第１条第
２項、第24条第１
項、附属書10
道路交通法（昭和
35年法律第105号）
第97条の２第２項、
第107条の２
道路交通法施行令
（昭和35年政令第
270号）第34条の４
第１項、第２項、第
39条の４

対応不可

【法務省】
ドライバーとして就労する外国人の受入れについては，まずは業界におけるコンセンサ
スの形成状況も踏まえた上で労働市場及び日本人の処遇改善への影響や国民生活
等への影響等も含めた幅広い観点から，政府全体で検討していく必要があるものと考
えています。

【警察庁】
　道路交通法第107条の２において、国際運転免許証又は外国運転免許証によって我
が国で運転できる期間を上陸後１年間としているのは、我が国が締結している道路交
通に関する条約（ジュネーブ条約）において、有効期間が１年間とされているためです。
同条約は、短期滞在者の便益のために１年間に限って国際運転免許証による運転を
認めたものと考えられます。
　したがって、１年を超えて滞在する者が引き続き自動車等を運転しようとする場合に
は、我が国の免許を取得する必要があります。
　なお、外国等の免許を保有する者が我が国の免許を取得する方法については、制度
の現状で説明しているとおり、運転免許試験の一部免除の手続きがあり、日本の運転
免許試験を受けて取得するよりも簡易な方法で免許を取得することができます。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

301219001
30年

12月19日
31年

1月22日
31年

2月28日

四輪自転車を普通
自転車とする規制
緩和

現在、四輪自転車は一般的な普通自転車とは認められないため、自転車通行可の
歩道でも車道を走らざるを得ません。
これは、四輪自転車そのものが有用であっても運用上の理由で敬遠されることが
予測され、メーカーによる製造・販売を抑制する一因にもなり得ます。
四輪自転車を普通自転車とする規制緩和をお願いいたします。
現在、前一輪・後二輪タイプのワゴンタイプの自転車は自転車メーカー各社から販
売されていますが、降雪地帯では前輪が１輪だと、ハンドル操作の際、雪で前輪が
横滑りをし、バランスを崩し転倒の原因となります。
一方、前二輪・後一輪タイプは前輪の横滑りに強いのですが、後輪が一輪のため、
雪でトラクションがかからず、発進・進行が困難になります。
降雪地帯ですと、操舵・進行・制動において優れる四輪自転車の需要が高いです。

※前二輪・後一輪タイプ例
ブリジストン社：ミンナ
http://www.bscycle.co.jp/items/bicycle/minna/

※前一輪・後二輪ワゴンタイプ例
http://www.bscycle.co.jp/items/e-bicycle/assistaWagon/

補足
四輪自転車の規制が緩和されると、上記のミンナの前輪とワゴンタイプの後輪を併
せ持った形状のような自転車が開発されることが予測されます。
この場合、前方からの投影面積はミンナを前方から見た場合と同様になり、正面の
衝突安全性は同等と思われます。

個人 警察庁

　道路交通法（昭和35年法律第105号）第63条の３は、車体の大きさ及び構造が内閣
府令で定める基準に適合する二輪又は三輪の自転車で、他の車両を牽引していない
ものを「普通自転車」として定めており、「普通自転車」は同法第63条の４に定められて
いる場合には歩道を通行することが認められています。

道路交通法（昭和
35年法律第105号）
第２条１項第11号
の２、第63条の３、
第63条の４
道路交通法施行規
則（昭和35年総理
府令第60号）第９条
の２

検討を予
定

  軽車両の保安基準を満たしていることを前提に、道路交通法施行規則（昭和35年総
理府令第60号）第９条の２に定める基準に適合する四輪の自転車を普通自転車とする
ことについて、四輪自転車の構造、用途、用法、普及状況等を踏まえつつ、四輪自転
車の歩道通行により歩行者の通行が著しく妨げられるおそれがないことをはじめ、交
通の安全と円滑の確保の観点から平成31年度中に検討を開始し、結論を得ます。

310208021
31年

2月8日
31年

3月6日
31年

4月5日

特例施設占有制度
における事業者の
負担軽減

＜提案内容と提案理由＞
遺失物法に基づき、自ら拾得をする物件が多数に上り、かつ、これを適切に保管す
ることができる者として政令で定める者に該当する事業者は「特例施設占有者」と
位置づけられる。特例施設占有者は、拾得者から交付を受けた物件や自ら拾得し
た物件について、当該物件に関する事項を警察署長に届け出ることにより、自ら保
管することができる。
　膨大な数の遺失物が発生し警察での保管スペースも逼迫するなか、特定施設占
有者は警察から自己保管の推進を求められているが、管理コストや保管スペース
は警察・事業者ともに限界に達しつつある。また、特例施設占有者は、保管物件に
関する事項を記載した帳簿を作成し、３年間保存しなければならないほか、帳簿の
作成・記載・保存を怠った場合の罰則規定も存在するなど、システム改修や管理コ
ストも新たに発生し、特例施設占有者制度の本来の目的である負担軽減とはほど
遠い状況にある。
　また、特例施設占有者が保管する遺失物の中には、ビニール傘等の大量安価な
物品や明らかに捨てたと思われる物件も含まれており、これらは他の物件に比べ
て遺失者への返還率が低く、重い義務や責任を負って自己保管を続ける意義に乏
しいと考えられる。
　そこで、特例施設占有者の負担軽減を図る観点から、帳票保管期間を1年に短縮
するなどしたうえで、大量安価な物品については、拾得当初から所有権が放棄され
たものとみなし、遺失物として取り扱わずに処分可能とすべきである。本要望の実
現が困難であれば、遺失物の所有権について、売却時に特例施設占有者に移転
すべきである。

（一社）日
本経済団
体連合会

警察庁

遺失物法（平成18年法律第73号）第23条において、特例施設占有者は、国家公安委員
会規則で定めるところにより、帳簿を備え、保管物件に関し国家公安委員会規則で定
める事項を記載し、これを保存しなければならないこととされており、遺失物法施行規
則第39条第1項において、同帳簿は記載の日から三年間、保存しなければならない旨
定められています。
また、同法第42条第3号において、第23条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記
載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者に対して罰則が規定さ
れています。
さらに、同法第20条第２項において、特例施設占有者は、保管物件が第9条第2項各号
に掲げる物のいずれかに該当する場合において、公告の日から２週間以内に遺失者
が判明しないときは、これを売却することができることとなっています。
また、同法第37条第1項第2号において、物件について、すべての遺失者がその有する
権利を放棄した場合又は公告した後３箇月以内に遺失者が判明しない場合において、
当該物件の所有権が特例施設占有者に帰属する旨定められています。

遺失物法第20条、
第23条、第37条、
第42条、遺失物法
施行規則第39条

対応不可
（一部）
現行制度
下で対応
可能

帳簿保存期間については、遺失者又は拾得者が特例施設占有者に対し、物件の取扱
いに関して、民法第709条に基づく損害賠償請求権を行使する場合における消滅時効
等が３年であることを踏まえ、記載の日から３年間とする必要があると考えております。
また、傘、衣類、自転車その他の日常生活の用に供され、かつ、広く販売されている物
等であっても、遺失者の利益を考慮する必要があり、直ちに処分可能とすることは適切
ではないと考えております。
なお、遺失物の所有権については、同法第37条第1項第2号により、一定の場合におい
て、特例施設占有者に帰属することとなっております。

301009002
30年

10月9日
30年

11月16日
30年

12月18日

オンライン手続き
における行政書士
の取扱いについて

【法務省】
〈国籍法
関係〉
対応不可
〈出入国
管理及び
難民認定
法関係〉
検討に着
手

【国土交
通省】
＜建設業
申請・宅
地建物取
引業申請
＞検討を
予定

＜自動車
登録申請
＞現行制
度下で対
応可能
（一部検
討を予
定）

【法務省】
<国籍法関係>
　帰化申請は，任意代理による申請は認められておらず，任意代理による申請の際に
添付書類を省略するという御提案に対応することはできません。

〈出入国管理及び難民認定法関係〉
　平成30年度からオンライン申請手続の一部を開始することとしており，当該開始に向
けて具体的な制度設計やオンラインシステムの詳細の検討等，所要の準備を進めてい
ます。
　オンライン申請の主体となる在留外国人の所属機関については，外国人雇用状況届
出等を履行しているなど，一定の要件を満たす機関に利用を認めることを想定してい
ますが，行政書士等の方々が申請取次制度の下で果たされてきた役割をも踏まえな
がら，オンライン申請手続における申請取次制度との関係を含め，具体的な要件につ
いて現在検討しています。

【国土交通省】
＜建設業申請＞
建設業許可については現時点で申請の電子化がなされていないため、ご指摘のオンラ
イン手続における士業者による原本や添付書類の確認手続については今後の検討課
題と認識しております。

＜宅地建物取引業申請＞
宅建業免許については現在、申請の電子化がなされていないため、ご指摘のオンライ
ン手続における士業者による原本や添付書類の確認手続については今後の検討課題
と認識しております。

＜自動車登録申請＞
　OSSで申請する場合、原則、添付書類を電子化しオンラインで送付頂くことで、書面で
の原本の提示又は添付書類の提出は不要となります。
　なお、電子化されていない添付書類については、今後、添付書類の電子化に向け、
その可能性について検討を行ってまいります。

オンライン手続における利便性の向上策の一つとして、「オンライン手続の利便性
向上に向けた改善方針」（平成２６年４月１日各府省情報化統括責任者連絡会議決
定）において、各府省は、士業者が手続を代理する場合に、士業者が原本や添付
書類を確認することにより、当該原本の提示や当該添付書類の提出を省略するこ
とを可能とすることを検討し、実施することとされている。
しかるに、国土交通省の宅地建物取引業申請、建設業申請、自動車登録申請、法
務省の帰化申請、在留許可申請など、行政書士の代表的な業務に関しても、全く
検討すらされていない。
特に、法務省においては、司法書士に対して登記関連の緩和措置を講じる検討の
みが進められているが、上述の行政書士関連は全く検討されていないのである。
この原因は、法務省が司法書士を所管しているのに対して、行政書士を所管してい
るのが総務省であることから、いわば身内ではないので、行政書士法に関する理
解が十分でないためと考えられる。
そこで、少なくとも上記手続きに関しては、行政書士に関して検討を進めるべきであ
る。
あわせて、総務省においては、行政手続きの国家資格者である行政書士に依頼す
る権利が国民にあることを、各省庁に通達し、各省庁における行政書士に対する
理解を深めることで、オンライン手続きにおける行政書士制度の推進を図って頂き
たい。

個人

警察庁
総務省
法務省
国土交通省

【法務省】
〈国籍法関係〉
　帰化申請は，申請者の帰化意思を直接確認する必要があることから，「帰化申請は，
申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して，書面によつてしなけ
ればならない。」と規定されており，任意代理による申請は認められていません。

〈出入国管理及び難民認定法関係〉
　所属する行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出
た行政書士は，外国人本人に代わり申請を取り次ぐことができ，外国人本人が自ら出
頭して申請を行うことを要しません。

【国土交通省】
＜建設業申請＞
建設業法第５条において一般建設業の許可を受けようとする者は、国土交通省令の
定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場
合にあっては国土交通大臣に、一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業
しようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に許可申
請書を提出しなければならない。また、建設業許可については現時点で申請の電子化
がなされていない。

＜宅地建物取引業申請＞
宅地建物取引業法第４条において、宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都
道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交
通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場
合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、免許申請書を提出し
なければならないとされています。また、宅建業免許については現在、申請の電子化
がなされておりません。

＜自動車登録申請＞
　自動車登録申請におけるオンライン手続である自動車保有関係手続のワンストップ
サービス（ＯＳＳ）では、自動車の登録手続、保管場所証明手続、自動車諸税に係る手
続を一括して電子申請することが可能となっており、OSSで申請する場合には、原則、
書面での原本の提示又は添付書類の提出は必要としておりません。
　なお、一部手続の添付書類については電子化されていないことから、書面での提出
が必要となっております。

国籍法施行規則第
２条第２項

出入国管理及び難
民認定法第７条の
２，第20条，第21
条，第22条，第22
条の２，第61条９の
３

出入国管理及び難
民認定法施行規則
第６条の２，第20
条，第21条，第22
条，第24条，第59
条の６

＜建設業申請＞
建設業法第５条
建設業法施行規則
第２条

＜宅地建物取引業
申請＞
宅地建物取引業法
第４条
宅地建物取引業法
施行規則第１条、
第１条の２

＜自動車登録申請
＞
該当法令無し



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

310208022
31年

2月8日
31年

3月6日
31年

4月5日

警備員教育におけ
る新たな手法の取
り入れと教育時間
の緩和

＜提案内容と提案理由＞
警備業法に基づき、警備業者は自らの警備員に対して、警備員の区分（新任／現
任）に応じた教育を行わなければならない。警備業界において、人手不足が深刻化
し、生産性の向上が喫緊の課題となるなか、より効果的・効率的な教育を実施する
必要がある。
　そこで、ｅラーニングの導入による教育手法の合理化を図るとともに、一定の経験
を有する者に対する基本教育の時間を緩和（警察官に加えて自衛隊や消防隊の
出身者にも緩和対象を拡大）すべきである。
　なお、経済産業省が所管する「グレーゾーン解消制度」により、警備員指導教育
責任者が講義の実施場所に常駐した場合であれば、受講者がｅラーニング教材を
視聴することで教育することが可能と明らかになった。本要望の前段は、これをさら
に進めて、受講者本人による確実な講義の受講を担保したうえで、警備員指導教
育責任者が常駐せずとも基本教育をｅラーニングで実施することを求めるものであ
る。

（一社）日
本経済団
体連合会

警察庁
警備業務の実施の適正を図るため、警備業者は警備員に対し、警備業務に関する知
識及び能力を向上させるための教育を行うことが義務付けられています。

・警備業法第21条
第２項
・警備業法施行規
則第38条

検討に着
手

警備員教育の合理化等について所要の見直しを検討しているところです。

310208023
31年

2月8日
31年

3月6日
31年

4月5日

交通誘導警備業務
における検定合格
警備員の配置基準
の見直し

＜提案内容と提案理由＞
警備業法に基づき、高速自動車国道や自動車専用道路において交通誘導警備業
務を行う場合、当該業務を実施する場所毎に、交通誘導警備業務に係る１級また
は２級の検定合格警備員を１人以上配置しなければならない。
　法文上は「１人以上」のため、都道府県の公安委員会の判断で複数名の配置を
求められる場合もある。警備業界における人手不足に伴い、交通誘導警備員が不
足するなか、必要な交通誘導警備員が確保できずに工事が実施できない状況が発
生している。
　ＩｏＴ（Internet of Things）やＡＩ、ロボット等の新技術が登場するなか、既に交通誘
導警備員の判断手法を搭載した交通誘導システムの試行運用が開始されている。
このような技術動向に鑑み、検定合格警備員の配置基準を見直し、システムのみ
で完結できる環境を整備すべきである。

（一社）日
本経済団
体連合会

警察庁
警備業務の実施の適正を図るため、特定の種別の警備業務については、警備業者は
検定合格警備員を配置することが義務付けられています。

・警備業法第18条、
同法第23条
・警備員等の検定
等に関する規則第
２条

対応不可

左記の制度は、車両の通行等に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警
戒、防止するとともに、事故が発生した場合は応急の救護等の所要の措置を講じる必
要があることから設けられているものであり、これをシステムのみで行うことは困難であ
ると考えられることから、御提案の見直しは困難です。

310215004
31年

2月15日
31年

3月22日
31年

4月24日
自動車保管場所の
時間貸しの容認

【提案の具体的内容】
路上駐車等の違法駐車が発生しないよう対策を講じる場合には、自動車の保管場
所の確保等に関する法律（以下、「法」）に基づき、ある自動車の保管場所として証
明を受けた車庫等を、他の自動車に時間貸しすることが法令上可能であることを明
確にすべきである。

【提案理由】
法に基づき、ある自動車の保管場所として証明を受けた車庫等を、他の自動車に
時間貸しすることが可能であるかどうかは法令上明確になっていない。
　これに関連して、平成16年４月20日159参_国土交通委員会11号において、警察
庁交通局・人見信男局長（当時）は、公共の時間貸し駐車場について、「その駐車
場に十分なスペースがあり、かつ二十四時間営業でありまして、自動車の保有者
がその自動車を使用しないときには必ずその駐車場内に駐車できるという場合に
は適正な保管場所として認めることができます」と発言している。そのため、例え
ば、レンタカーの稼働中に空いている車室を時間貸しすること等についても、他の
保管場所を用意するなど、路上駐車等の違法駐車が発生しないよう対策を講じる
場合には、現行法令上可能であると考えられる。しかしながら、一部の都道府県警
察は時間貸しの可否について明確な見解を示しておらず、そのことを理由に事業と
して時間貸しを始めることを躊躇する事業者もいる。
　要望が実現すれば、自動車を一時的に駐車できるスペースが増えるため、運転
者にとっての利便性向上に加えて、路上駐車や渋滞の抑制も期待できる。また、レ
ンタカー会社など広い駐車スペースを有している事業者にとっても、事業資産の有
効活用につながる。

（一社）日
本経済団
体連合会

警察庁

　自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和37年法律第145号。以下「保管場所
法」という。）第３条において、自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所におい
て、当該自動車の保管場所（自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項
について自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令（昭和37年政令第329号）第
１条で定める要件を備えるものに限る。）を確保しなければならないこととされていま
す。

自動車の保管場所
の確保等に関する
法律(昭和37年法
律第145号)第３条
及び自動車の保管
場所の確保等に関
する法律施行令(昭
和37年政令第329
号)第１条

現行制度
下で対応
可能

　保管場所法第３条において、自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所におい
て、当該自動車の保管場所を確保しなければならないとされています。
   この点、自動車の保有者が確保した保管場所を常時使用でき、道路上の場所を当
該自動車の保管場所として使用することとなるおそれや違法に駐停車することとなるお
それがないなど、保管場所法の趣旨を没却することがないよう十分配意し、当該自動
車を運行の用に供していない間、確実に保管場所として使用することができるのであ
れば、確保した保管場所を他の自動車に時間貸しすることについて、保管場所法上の
問題は生じない旨、平成19年６月の構造改革特区の第11次提案に対する回答におい
て既に明らかにしていますが、御提案が具体的にどのような形で「確実に保管場所とし
て使用することができる」ことを考えているのかお示しいただければ、それを踏まえて対
応させていただきます。

310217003
31年

2月17日
31年

3月22日
31年

4月24日

自動二輪免許保持
者は原付一種自転
車における各種制
限を受けないことと
する規制緩和(そ
の２)

本内容は、管理番号300916001について再考を依頼するものです。

上記管理番号の回答は、下記の通りとなっています。
＞外見上は原動機付自転車であるにもかかわらず、運転者が自動二輪免許を受
けているときは原動機付自転車と異なる通行方法を許容するとすれば、他の交通
主体からみて、その通行、挙動に関する予測を困難にし、それによって道路交通の
危険が生じたり、違法行為との通報がなされたりするなどの問題が生じることとなり
ます。

との事ですが、外見上有意な違いがあれば、他の交通主体から見ても予測が容易
となります。
すでに、第二種原動機付自転車については、フロントフェンダーに「V」及びリアに
「△」をメーカー出荷時には表示しています。
上記表示を、自動二輪免許保持者が第一種原動機付自転車に乗車する場合に限
り掲示を許可する事で、他の交通主体からみて挙動予測が容易になります。

上記方策により、運転者が自動二輪免許を受けているときは原動機付自転車と異
なる通行方法を許容する事が可能となります。

ご検討をお願いいたします。

個人 警察庁

　総排気量が50cc以下又は定格出力が0.6kW以下である原動機付自転車について
は、道路標識等により最高速度が指定されていない、高速自動車国道以外の道路を
通行する場合の最高速度（以下「最高速度」という。）は30キロメートル毎時とされてい
るほか、一定の交差点において右折するときは、いわゆる二段階右折をしなければな
らないこととされています。
　他方、総排気量が50cc超125cc以下又は定格出力が0.6kW超１kW以下の原動機を有
する二輪車は、道路交通法（昭和35年法律第105号）上、普通自動二輪車（以下「普通
二輪車」という。）に該当し、その最高速度は、60キロメートル毎時とされています。

道路交通法（昭和
35年法律第105号）
第２条、第３条、第
22条及び第34条、
道路交通法施行令
（昭和35年政令第
270号）第11条並び
に道路交通法施行
規則（昭和35年総
理府令第60号）第１
条の２及び第２条

対応不可

　御提案の前提となっている表示は、一般ドライバーに広く知られているとは必ずしも
言えず、また、遠目からの視認性に疑義があるため、他の交通主体による原動機付自
転車の挙動に関する予測と結果の相違に起因する道路交通の危険を排除できないこ
とから、前回回答したとおりの問題が生じることとなります。
　なお、原動機付自転車は、一般的に、普通自動二輪車に比べて車体が軽量であり、
高速で走行する際に安定しにくいといった特徴があります。平成30年中の原動機付自
転車が第１当事者となる交通事故の発生状況を見ると、危険認知速度が30キロメート
ル毎時を超える交通事故の死亡事故率は、30キロメートル毎時以下の死亡事故率の
約2.8倍となっています。また、平成30年中の原動機付自転車が第１当事者となる交通
事故で、危険認知速度が30キロメートル毎時超60キロメートル毎時以下だったものの
死亡事故率を、50cc超～125cc以下の普通自動二輪車のものと比較して分析すると、
30キロメートル毎時超40キロメートル毎時以下では1.5倍、40キロメートル毎時超50キ
ロメートル毎時以下では1.7倍、50キロメートル毎時超60キロメートル毎時以下では1.3
倍となっています。
　以上を踏まえれば、普通自動二輪免許を持っていることをもって、原動機付自転車を
自動二輪車と同じ通行方法で運転することを認めることは、交通の安全の確保の観点
から不適当であり、御提案のような対応は困難であると考えています。



更に精査・検討を要すると認められる事項については、規制改革推進会議（各ワーキング・グループ等）において対応します。

規制改革ホットライン検討要請項目の現状と対応策

　※「規制改革推進会議における再検討項目」欄の記号（◎、○、△）については、所管省庁の回答をもとに、規制改革推進会議が以下のとおり判断したものです。
　　　　　◎：各ワーキング・グループ等（本会議で取り扱うこととされている事項に関する提案については本会議）で検討している事項及び検討を予定している事項
　　　　　○：再検討が必要（「◎」に該当するものを除く）と判断し、規制シートの作成対象とする事項
　　　　　△：再検討の要否を判断するため、事務局が提案内容に関する事実関係を確認する事項

制度の現状 該当法令等
対応の
分類

対応の概要

提案
主体

所管
官庁

所管省庁の検討結果 規制改革
推進会議
における再
検討項目

管理番号 受付日
所管省庁
への検討
要請日

内閣府で
の回答取
りまとめ日

提案事項 提案の具体的内容等

310227001
31年

2月27日
31年

3月22日
31年

4月24日

「超高齢社会にお
ける道路交通法の
改正提案」

・提案：運転免許保有者は自己申告により、『小型低速車両（20km／h未満）に限
る』を免許の条件として設定できる。

・提案理由：高齢者の免許返納が進まない中、低速によるリスクの少ない運転条件
を設定することで高齢者の事故発生と発生時の被害損傷度を低減することが可能
になる。自家用車以外に移動手段のない高齢者に対し、家族が安心して勧められ
る移動手段となりうる。

・提案根拠：①車両が20km／h以上の速度が出ない構造になっていること
②当該小型低速車両の走行エリアは「ゾーン30」等（例）とする。ただし、「ゾーン30」
以外で必要とされるエリアや道路においては、地域の住民、自治体、管轄道路局、
警察の合意により小型低速車両優先レーン等を設定する。（例えば道路標識やペ
イント等の標示により上記優先レーンの周知を促進する）

・備考：①自賠責保険料の低額化（小型低速車輌は衝突等による相手方への加害
影響は比較的低い事から、自賠責保険の保険料を普通車輌より低くする。→維持
費の低減により利用を促進する）
②車両位置情報の受配信システムや、ジオフェンスによるエリア外走行や危険箇
所への侵入を制限するシステム、または車車間通信による車両同士の急接近を警
告・回避するシステムを導入することにより、高齢ドライバーの様々なリスクを低減
させることができる。

ヤマハ発
動機株式
会社

警察庁

　道路交通法（昭和35年法律第105号）では、都道府県公安委員会は、「道路における
危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認められるときは、必要な
限度において、免許に、その者の免許に係る身体の状態又は運転の技能に応じ、その
者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するにつ
いて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる」こととされています。
　現在、御提案のような、運転免許を受けた者が、運転免許に条件を付すことを都道府
県公安委員会に申請する制度はありません。

道路交通法（昭和
35年法律第105号）
第91条

その他

　現在、警察庁では、「高齢運転者による交通事故防止対策について」（平成29年７
月、交通対策本部決定）を踏まえ、「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会
議」の下に「高齢者の特性等に応じたきめ細かな対策の強化に向けた運転免許制度
の在り方等に関する調査研究」分科会を開催し、専門家からの意見聴取等を行いつ
つ、高齢運転者の運転能力に応じた限定条件付免許の導入の可否を含め、高齢者の
特性等に応じたきめ細かな運転免許制度の更なる見直しに向けた検討を進めていると
ころです。
　御提案の内容を含め、運転免許を受けた者が、都道府県公安委員会に対し、運転免
許に条件を付すことを自主的に申請する制度の導入の可否については、様々な観点
から検討する必要があり、前記分科会において適切に対応したいと考えています。
　なお、仮に御提案の内容を具体化するとすれば、自動車の速度が20キロメートル毎
時以上出ないことについて何らかの制度的枠組又は制度的担保が構築される必要が
あると考えます。


